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ハラスメント関連法の成立にあたって 

～子どもたちのいのちと人権を守り、すべての教職員が安心して働き続けられる学校・社

会の実現のために、ハラスメント根絶に向けて実効ある法整備を求めます 
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5月 29日、参議院本会議で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部

改正法案」（以下、ハラスメント関連法案）が可決成立しました。全教は、雇用共同アクシ

ョンに結集する労働組合や女性団体などと連帯して、職場や社会に蔓延するセクハラ、マ

タハラ、パワハラなどのハラスメント行為の根絶をめざして運動をすすめ、ハラスメント

禁止規定を盛り込んだ法改正を強く求めてきました。 

今回成立したハラスメント関連法の最大の問題点は、ハラスメント行為そのものを禁止

する規定を盛り込まなかったことです。さらに、「業務上必要かつ相当の範囲を超えたもの」

などとハラスメント行為を限定し、第三者からのハラスメントの規制も盛り込まれません

でした。事業主の措置義務だけでは、ハラスメントに歯止めをかけ、ハラスメントに苦し

む労働者を救済しきれないことはすでに明らかです。衆参両院の審議でも、参考人がこぞ

って法案の不十分さを指摘し、被害者救済と権利回復のための救済機関の設置や、就活中

や教育実習生、顧客・取引先からのハラスメント防止のための対策などについて、衆議院

で 17、参議院では 21の附帯決議が付けられました。政府は、附帯決議が指摘している課題

について直ちに検討を開始するとともに、今後、ＩＬＯ総会で採択を予定されている「仕

事の世界における暴力とハラスメントの除去に関する条約」を批准できる内容の、国内法

の整備を速やかにすすめるべきです。 

 

学校現場では、近年、教職員の病気休職者のうち精神性疾患の占める割合が 6 割余りと

高止まりしています。全教青年部が行ったアンケートなどからは、「教師は子を産んでいな

い者は半人前で、子どもを産んでやっと一人前」といった発言をはじめ、青年教職員への

「指導」を名目としたハラスメントが後をたたない実態、「（子育てを理由に）早く帰りた

いなら、（仕事を）やめれば」「妊娠するなら今年か来年に。6年担任の時にはやめてほしい」

など、子どもを育てる職場でありながら、人間としての尊厳を傷つけられ、子どもを産み

育てることが非難されるような職場の実態が見えてきます。こうした言動の背景には、深

刻な長時間過密労働や「競争と管理」の教育政策があります。全教は、それぞれの改善を

求めるとともに、すべての教職員が安心して働き続けるためにも、子どもたちのいのちや

人権を守るためにも、あらゆるハラスメントの根絶を強く求めます。 

全教は、ハラスメントに悩む職場の仲間を一人にせず、安心して働き続けることができ

るハラスメントのない職場づくりをすすめるとともに、ハラスメントのない社会の実現に

むけて、さまざまな人々と連帯し引き続き運動をすすめる決意です。 

以上 


